
教育実習・保育実習に関する大切なお知らせ 

 

2026 年度度以降に入学する国際教育学部の皆さんへ 

 

小学校・中学校・幼稚園・保育所などで行う教育実習・保育実習は、子どもたちの安全を

守ることが何よりも大切です。 

そのため、国では、子どもに対する性暴力を防ぐための新しい法律「こども性暴力防止法」

を定め、子どもにかかわる施設や学校に勤める人の性犯罪歴を確認して、幼児・児童・生徒

を守る仕組みを作りました。この勤める人の範囲に実習生も入る可能性があるため、事前に

以下の内容についてお知らせし、このことについて、予め同意及び誓約書の提出をお願いし

ます。 

 

(1)実習を行う前に、何が行われるのか 

教育実習・保育実習を行う前に、実習先の判断により、犯罪に関する確認が行われる可能

性があります。 

 

これは、 

・子どもと一対一になる可能性がある 

・実習期間が長い 

などの場合に、法律に基づいて、実習先が決めたルールに従って行われます。 

※実習の内容や実習先によっては、確認が行われない場合もあります。 

 

(2)もし実習ができない場合はどうなるのか 

確認の結果、法律で定められた特定の犯罪に関する前科が確認された場合、子どもと直接

関わる実習を行うことができません。 

その場合、教員免許、保育士資格の取得に必要な実習を修了できず、資格取得の要件を満

たせない可能性があります。 

大学には、この点を入学前にきちんとお伝えすることが求められています。 

 

(3)入学前にお願いすること 

入学手続の中で、以下をお願いしています。 

 上記の内容に関する同意及び特定の犯罪に関する前科がないことの誓約書の提出 

これは、「後から知らなかった」「こんなはずではなかった」ということが起きないように

するためのものです。 

 

(4)個人情報は守られます 

・同意書や誓約書に関する情報は、個人情報保護法に基づき、厳重に管理されます。 

・成績評価に使われることはありません。 

・必要な担当者以外が見ることはありません 

 

法律の詳細につきましては以下のこども家庭庁の URL から確認して下さい。 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 

 

不明な点がありましたら、教務事務センター（cl-office@seirei.ac.jp）までご連絡ください。 



教育実習に関する大切なお知らせ 

 

2026 年度以降に入学した看護学部養護教諭課程履修希望の皆さんへ 

 

小学校・中学校・幼稚園・保育所などで行う教育実習は、子どもたちの安全を守ることが

何よりも大切です。 

そのため、国では、子どもに対する性暴力を防ぐための新しい法律「こども性暴力防止法」

を定め、子どもにかかわる施設や学校に勤める人の性犯罪歴を確認して、幼児・児童・生徒

を守る仕組みを作りました。この勤める人の範囲に実習生も入る可能性があるため、事前に

以下の内容についてお知らせし、このことについて、予め同意及び誓約書の提出をお願いし

ます。 

 

(1)実習を行う前に、何が行われるのか 

教育実習を行う前に、実習先の判断により、犯罪に関する確認が行われる可能性がありま

す。 

 

これは、 

・子どもと一対一になる可能性がある 

・実習期間が長い 

などの場合に、法律に基づいて、実習先が決めたルールに従って行われます。 

※実習の内容や実習先によっては、確認が行われない場合もあります。 

 

(2)もし実習ができない場合はどうなるのか 

確認の結果、法律で定められた特定の犯罪に関する前科が確認された場合、子どもと直接

関わる実習を行うことができません。 

その場合、教員免許の取得に必要な実習を修了できず、資格取得の要件を満たせない可能

性があります。 

大学には、この点を入学前にきちんとお伝えすることが求められています。 

 

(3)養護教諭課程の選択前にお願いすること 

以下をお願いしています。 

 上記の内容に関する同意及び特定の犯罪に関する前科がないことの誓約書の提出 

これは、「後から知らなかった」「こんなはずではなかった」ということが起きないように

するためのものです。 

 

(4)個人情報は守られます 

・同意書や誓約書に関する情報は、個人情報保護法に基づき、厳重に管理されます。 

・成績評価に使われることはありません。 

・必要な担当者以外が見ることはありません 

 

法律の詳細につきましては以下のこども家庭庁の URL から確認して下さい。 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 

 

不明な点がありましたら、教務事務センター（cl-office@seirei.ac.jp）までご連絡ください。 


